
注意事項

使用料

使用用途

使用例

※使用対象外とする場合は次のとおりです。
（1） 町の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。
（2） 法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
（3） 特定の政治、思想及び宗教団体等を支援しているような誤解を与え、
　　　又は与えるおそれがあると認められるとき。
（4） 第三者の権利利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
（5） ロゴマークの使用が、次条に規定する遵守事項に反すると認められるとき。
（6） その他町長がロゴマークの使用を不適当と認めるとき。

グッズ等商品
パッケージ
チラシ等の印刷物

和水町ロゴマーク和水町ロゴマーク

熊本県和水町 まちづくり課
〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地
    0968-86-5721
    msui@town.nagomi.lg.jp

和水町のイメージや魅力を町内外に広く発信するために
                    　　　 を使用して
和水町と一緒に町をPRしましょう

使用に当たっては、必ず事前の申請が必要となります。
ロゴマークの使用を希望される場合は、ロゴ使用マニュアル等を
事前にご確認のうえ、必要な書類を提出してください。

あなたの商品等に掲載して
和水町と一緒にPRしませんか
あなたの商品等に掲載して
和水町と一緒にPRしませんか

無料
※使用に係る経費は
　マークを使用する者の負担とする

和水町をPRするために、ロゴマークを使用することができます

和水町ロゴマーク和水町ロゴマーク


